
豊山町都市計画マスタープラン（素案）及び（案）の変更部分対照表 

ページ 素案（変更前） ページ 案（変更後） 変更理由 
２０ページ ６．上位計画・関連計画 

国・県では、これからの社会潮流に対応したまちづくりの基本的な方向性を
上位計画・関連計画の中で示しています。都市計画マスタープランは、はこ
うした計画を念頭に策定することとします。 

１）中部圏都市整備区域建設計画（国） 
本町を含む愛知、三重県内計５９市町村を対象区域として、「モノづくりを
中心に中部圏のみならず、我が国の経済を牽引する成長センター」として
位置づけ、「交流」「環境」「モノづくり」「安心・安全」に関する事項を重
点施策として定めています。特に本町が位置する区域北部に関する施策と
して、以下のように記述されています。 
■ 名古屋近郊の住宅地として、良質な住宅供給や駅周辺の再開発などに
より、複合的な都市機能の強化 
■ 高速道路や県営名古屋空港など広域交通の結節点としての優位性を活
かし、先端的な企業の立地誘導、研究開発・研修機能の集積強化 
■ 県営名古屋空港の特性を活かし、航空宇宙産業の集積や国産ジェット
旅客機等の開発に必要な飛行研究機能の導入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）新しい政策の指針（愛知県） 
「選択と集中」を基軸として、２０１５年までに取り組むべき８つの基本
課題を示し、戦略的・重点的な政策の方向を示しています。 

■ 産業や文化を世界に発信する国際交流大都市圏づくり 
■ 産業技術の世界的中枢性の強化と成熟社会を担う産業展開 
■ 愛知の創造的発展を担う人づくり 
■ 人口減少・超高齢社会を支えあう自立と安心の社会システムづくり 
■ 安心・安全で元気な地域づくりとその実現に向けた社会資本の整備 
■ 豊かで快適な暮らしを創出する循環型社会づくり 
■ 県内各地域の特性を踏まえたバランスある発展 
■ 分権型地域社会の構築・道州制を視野に入れた広域連携の推進 

本
２０ページ 
～２１ページ 

６．上位計画・関連計画 
町のまちづくりの指針となる豊山町第４次総合計画は、自治体のあり方の

変化と近年の人口減少、少子高齢化、環境問題の深刻化、安全や健康への意
識の高まりなどの社会情勢や住民意識が大きく変化を背景として、平成２２
年度（２０１０年度）から平成３１年度（２０１９年度）の１０年間を計画
期間として策定しています。また、愛知県では平成３２年を目標年次とする
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）
を公表し、広域的な見地から、長期的な視点に立った都市の将来像を明確に
するとともにその実現に向けた道筋を明らかにしています。 
これらの上位計画・関連計画に即して都市計画マスタープランを策定するこ
ととします。 

１） 豊山町第４次総合計画 
 ■ 目標年次 

 平成３１年度 
■ まちづくりの基本理念 

  小さくて キラリ と輝くまちづくり 
■ 町の将来像 

 にぎわい と やすらぎ のアーバンビレッジ 
■ 将来人口・世帯数 

 平成３１年  人口 １４，８００人  世帯数 ６，２００世帯 
■ 土地利用構想 
・ 土地利用の基本方針 

土地は、住民生活や経済活動の基盤となるものであり、地域の個性や魅力
を生み出す源泉にもなる将来へ引き継ぐべき限られた貴重な資源です。ま
ちの将来像を実現するために、これまでの土地利用を基本としながら、次
の視点に留意し適正な土地利用を進めます。 

・ ３層構造の土地利用を基本とした、限られた土地の有効活用 
本町の土地利用は、国道４１号の沿道及び西側の産業用地、町中央部の住
宅市街地、東側の空港及び航空関連産業用地の３層構造を形作っています。
今後もこの土地利用構造を基本として、限られた土地の有効活用を図りま
す。 

・ 空港の立地や機能を最大限に生かした土地利用 
本町の土地の３分の１を県営名古屋空港が占め、その立地や機能がもたら
す効果を他の町内土地にも波及させ、まちの活力や魅力の向上、住民生活
の質の向上に有効に生かしていくことが重要です。そこで、空港及び空港
周辺の計画的な土地利用を目指します。 

・ 都市と自然の調和・共存 
農地や水面などの自然的な土地利用は、まちにうるおいをもたらし、人に
癒しを与える大切なものであり、将来の子孫に継承すべき貴重な財産であ
ることを深く認識し、農地や水面などの自然と居住環境、産業環境の調和
を図り、都市と自然が共存した土地利用を進めます。 

２）名古屋都市計画区域マスタープラン 
■ 目標年次 

 平成３２年 
■ 都市づくりの基本理念 

 高次都市機能と学術・文化・研究開発機能を擁した、世界と交流する
環伊勢湾地域の中枢都市づくり 

■ 将来都市像 
・ 広域交通体系により、国際的・広域的な人・モノ・情報の多様な交流
が進み、都市機能を相互に補完して新たな活力を生み出しています。 

 ・ 陸海空の交通結節機能や広域交通体系による利便性をいかし、次代を
担う先端産業や高付加価値産業が数多く立地しています。 
■ 都市づくりの目標 
 ・ 人口動向等を踏まえた住居系市街地の形成 
 ・ 都市機能の立地・誘導 
 ・ 広域交通体系及び公共交通網の構築 
 ・ 産業動向等を踏まえた工業系市街地の形成 
 ・ 環境負荷が小さく、防災性が高い都市の構築 

 
上位・関連計画を町第４次総合計画と名古屋都市計画

区域マスタープラン（県）とすることが妥当であるため、
全面的に差し替えた 

資料 ３ 
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ページ 素案（変更前） ページ 案（変更後） 変更理由 
 

２８ページ ２８ページ ２．将来市街地の規模（都市計画の目標） ２．将来市街地の規模 将来のフレームの根拠となる、人口、商業、工業の推
計により土地利用の面積を具体的に示していたが、土地
利用の具体的な記述は「４．土地利用の方針」によるこ
とで、位置、区域等が明確になり、十分であると判断で
きたことによる。 

～２９ページ ２）将来市街地フレーム 
将来の市街地フレームのおおむねの規模の想定にあたり、住居系市街地の規
模については、豊山町第４次総合計画に基づき設定した将来人口フレームに
対応した面積を想定します。商業系、工業系市街地の規模の検討については、
商品販売額、製造品出荷額、産業誘導の見通しに対応した面積を想定します。 

市街地フレーム 

  (ha) 

 
現況市街地規模

表 将来

   

 

（H１９年） 

H３２までの

新規土地需要 

来市街地規将

模（H３２年）

 

備  考 

住居系 

市街地 

２４３  （６２） ３３  ２５４  

既存住居系市街地内の低未

利用地で新規土地需要に対

応（新規の市街化区域拡大

はなし） 

商業系 

市街地 

２２ （４） １８  ２２  

大規模集客施旧空港区域の

設地区(10.4ha)の増加と、

国道 41 号沿道青山地区

（10.5ha）の住居系への変

更により相殺し、市街地規

模は変化なし（ただし旧空

港区域の大規模集客施設地

区は新規に市街化区域へ編

入） 

工業系 

市街地 

８４  （８） ２２  ９２  

旧空港区域B地区及びC地

区、神明、高添地区により

新規土地需要に対応（うち

市街化区域への新規編入は

旧空港区域B地区及びC地区

の計約8haを想定） 

計(市街化

区域面積）

 

３４９ （７４） ７３  ３６８    

＊ 現況面積は下記の用途地域面積の計である。 

居地域（将来市街地は準住居地域を含む） 

地域 

（

各市街地の

住居系市街地：第1種中高層住居専用地域、第1種住

商業系市街地：近隣商業地域 

工業系市街地：準工業地域、工業

１）住居系市街地の規模の方針 
レームに対して必要とされる新規土地需要平成３２年に想定される人口フ

約３３haについては、既存の住居系市街地内の低・未利用地の市街化促進
により収容可能であることから、市街化区域の拡大は行わないこととしま
す。ただし、商業地の集約化を図るために、国道４１号沿道青山地区に指
定していた、近隣商業地域約１０．５haを住居系用途に転換することとし
ます。これにより住居系の将来市街地規模は現況の約２４３haに対し、約
２５４haとなります。 
２）商業系市街地の規模の（ 方針 

販売額フレームに対して必要とされる新規平成３２年に想定される小売商品
土地需要約１８haについては、旧空港区域の大規模集客施設地区及び、その
他の地区（地域商業拠点、コミュニティ拠点、「都市のにぎわい軸」を始めと
する幹線道路沿道地区等）への商業立地誘導により対応します。 
このうち旧空港区域の大規模集客施設地区約１０．４haについては、市街化
区域へ編入します。一方、国道４１号沿道青山地区の近隣商業地域約１０．
５haについては、商業地の集約化を図るために、住居系用途に転換すること
とします。これにより商業系の将来市街地の規模は、現況の約２２haに変化
はありません。 
３）工業系市街地（ の規模の方針 

額フレームに対して必要とされる新規土地平成３２年に想定される工業出荷
需要約２２haについては、旧空港区域Ｂ地区及びＣ地区、神明、高添地区に
おける工業立地誘導により対応します。 
このうち市街化区域への新規編入は、旧空港区域Ｂ地区及びＣ地区の計約８
haとします。これにより工業系の将来市街地規模は現況の約８４haに対し、

２）将来市街地の規模 
計画的なまちづくりを進めるため、将来の住居系、商業系、工業系市街地そ
れぞれのおおむねの規模を、第４次総合計画での人口・世帯数、小売商品販
売額、製造品出荷額の目標値に基づき想定します。 
住居系市街地は、平成３２年に想定される人口に対して、一定規模の住宅地
供給が必要となります。しかし、既存の住居系市街地内には低・未利用地が
相当規模残されていることから、その市街化を促進することにより十分収容
可能です。したがって、住居系市街地の規模は基本的に拡大しないこととし
ます。 
商業系市街地は、空港機能転換後の旧空港区域の活性化を抜きにして規模を
想定することはできません。旧名古屋空港が大規模な旅客ターミナルである
と同時に、大規模な商業施設としての機能を有し、町の賑わいの核であった
ことから、旧空港施設を転活用した大規模集客施設を改めて賑わい拠点とし
て創出することにより、空港の機能転換以前と同等の水準に回復することを
目標とします。したがって、平成３２年に想定される商業系市街地の規模は、
基本的には変わらないものとします。 
工業系市街地は、町の活力の維持・増進の源といえます。第４次総合計画で
は、平成３２年には、製造品出荷額は航空宇宙産業を中心に１，２００億円 
へ増加すると想定しています。この製造品出荷額の増加に対応するためには、
工業系市街地の規模の拡大が必要です。新たに必要とされる工業系市街地に
ついては、道路等の都市基盤整備を計画的に行い工業系の土地利用を誘導す
ることとします。 
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ページ 素案（変更前） ページ 案（変更後） 変更理由 
約９２haとなります。 
 

３３ページ 
 

都市構造
成の方針 

用し、空港に隣接する特色を持つ大規模集客施設を核とし
て

、本町が持つ都市の特色を明確
に

 

２）先端産業振興拠点・空港関連機能整備拠点

 
～３４ページ

３．将来
２）拠点の配置と形
（１）広域交流拠点 

旧空港施設を活
、コンパクトに集約された広域交流拠点を形成し、空港とのつながりを活

かした商業、交流産業の活性化を図ります。 
これにより、「空港」としての歴史を継承し
するとともに、名古屋空港の機能転換後も地域の活力を牽引し得る商業機

能の維持・増進を図ります。 

 
 
 
（  

コンパクトに集約すること
に
空港と既存航空宇宙産業と連坦した産業用地を
より、空港との一体性を活かした先端技術産業の誘導を図ります。 

これにより、「空港」としての歴史を継承し、本町が持つ都市の特色を明確に
するとともに、名古屋空港の機能転換後も地域の活力を牽引し得る工業機能
の維持・増進をめざし、拠点形成を図ります。 

 
３）その他の産業拠点 

道路の利便性を活かし、工業機能、公益的機能の立地の受け皿を

（
 ～略～ 
また、幹線
形成します。 

 
４）地域交流拠点（  

３２ページ 
 

３．将来都市構造 
成の方針 

・ビジネス機などの小型機を中心とする都市型総合空港で

 

～３３ページ ２）拠点の配置と形
（１）広域交流拠点 
コミューター航空
ある県営名古屋空港には、広域での人・文化の交流拠点の形成を図ります。 
旧空港施設を活用し、空港に隣接する特色を持つ大規模集客施設を核とし

て、コンパクトに集約された広域交流拠点を形成し、空港とのつながりを活
かした商業、交流産業の活性化を図ります。また、南側に位置する市街化調
整区域の農地は、「リザーブ用地」と位置付け、今後、広域交流拠点と連携し
た、地域振興に役立てるための都市的土地利用を図っていくこととします。 
これにより、「空港」とのつながりと歴史を継承し、本町が持つ都市の特色

を

（

明確にするとともに、名古屋空港の機能転換後も地域の活力を牽引し得る
商業機能の維持・増進を図ります。 
２）先端産業振興拠点 
空港と既存航空宇宙産業と連坦した産業用地をコンパクトに集約すること

により、空港との一体性を活かした先端技術産業を誘致・集積し、名古屋空
港の機能転換後も地域の活力を牽引する工業機能の維持・増進をめざし、拠
点形成を図ります。 

 

３）「食」の流通拠点 

４）地域商業拠点

 
（
  ～略～ 

   削除
 
 
（  

  

県営名古屋空港を広域交流拠点とする記述に変更し

中道地域を広域交流拠点と連携した土地利用を図る
こ

章の整理を行った。 

章の整理により一部削除した。 

流拠点ではないため、地域商業拠点に訂正した。 

 
 
 
た。 
 
 

とを明確にするため、記述を追加した。 
 
 
 
 
 
 
文
 
 
 
 
文
 
 
 
 
交

４１ページ 
 

．土地利用の方針 
利用の方針 
 

２）商業系土地利用 

～４５ページ
４
２）市街化区域の土地
（１）住居系土地利用
 
 
 
（
 ②都市のにぎわい軸 
「食」の流通拠点である名古屋中央卸売市場北部市場と、「広域交流拠点」で
ある大規模集客施設を結ぶ（都）春日井稲沢線、（県）名古屋空港線の沿道に
おいては、住居系の用途地域で許容される範囲の、比較的小規模な店舗や飲
食店が立ち並び、「食」をテーマとして買い物や飲食が楽しめ、多くの人でに
ぎわう土地利用をめざします。 
地域商業拠点③  

 ～略～
 
３）工業・業務・物流系土地利用（  

 ①航空宇宙関連産業地区 
  ～略～ 
 ②流通業務地区 

③沿道業務地区 

４１ページ 
 

４．土地利用の方針
利用の方針 

  
 ～４４ページ ２）市街化区域の土地
 （１）住居系土地利用 

④沿道住宅地区

  ～略～ 
  
 
 
 

 
大山川以北の国道４１号沿道の地区については、日常生活の利便性の向

上を図りながら、居住環境と調和した土地利用を維持・誘導します。 
２）商業系土地利用 （
②沿道商業地区 
大山川以南の国道４１号の沿道については、自動車による広域からのアク

セスが便利で沿道型商業施設等の立地優位性が高いことから、これらの商業
施設等の立地を主体とした土地利用を維持・誘導します。 
 

 
③地域商業地区 

 
 
３）工業・物流系土地利用

 ～略～ 

（  
業） ①工業地区（航空宇宙関連産  

（物流業務）
  ～略～ 
 ②工業地区  
  ～略～ 

国道４１号沿道には、沿道立地型の業務地として、主要幹線道路沿道の立
地に適合するサービス施設や物流業務施設等が立地する土地利用を配置しま
す。 

 
 ～削除～ 

道４１号沿道の用途地域を近隣商業地域から準住
居

 地利用の方針であることから、「都市のにぎわい軸」

土地利用の方針であることから「地域商業拠点」から
 

流業務に記述を統合し沿道業務地区を削除した。 

国
地域へ変更することを予定しているため、追加した。
 
 
土

から「沿道商業地区」への変更を行うとともに文章の記
述の整理を行った。 
 
 
 
 
「地域商業地区」へと変更した。
 
 
 
 
 
 
物
 

 

４７ページ ３ の土地利用の方針 

、神明地区、高添地区において、農業系土地利用と、計画的に工

）市街化調整区域
  ～略～ 

このため
業立地を図る区域との区分の明確化を図ります。 

 

４６ページ 
 

区域の土地利用の方針  

章の整理に伴い一部削除した。 

３）市街化調整
  ～４７ページ   ～略～

   ～削除～
 

文
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ページ 素案（変更前） ページ 案（変更後） 変更理由 
 （１）農業系土地利用 

する地区 

２）都市的土地利用 

）豊山西春線南側に位置する高添地区において、幹線道路のアク

 ①農業として当面保全
  ～略～ 
 
 
 
 
 
 
 
（
 ①産業立地誘導地区 
  ～略～ 

また、（都
セス利便性を活かし、工業地を形成します。ここでは工業・物流施設のほか、
（都）豊山水分橋線と（都）豊山西春線により町内の各地域と結ばれる立地
特性を活かし、今後の必要に応じて、公共公益的施設の立地の受け皿として
も活用します。 

 

１）農業系土地利用 
 

地区

（

 
 

 ①農業地区
   ～略～

 ②暫定農業  
、一級河川大山川以南の市街化調整区域を暫定農業地区と国道４１号西側

して配置します。 
当地区は既に倉庫、工場等がスプロール的に立地していますが、当地区の

農地は当面保全を図るものとします。 
 
２）都市的土地利用 

②地域振興関連地区（リザーブ用地）

（
 ①産業立地誘導地区 
  ～略～ 

   ～削除～
 
 
 
 
 

 
の南側の中道地区を地域振興関連地広域交流拠点地区（大規模集客施設）

区として配置します。ここでは、大規模集客施設の賑わいを増進させるため
に、支援施設やアクセス道路等の基盤整備を一体的に行ない、広域交流機能
の一層の充実を図ります。 
③土地利用検討地区 
（都）豊山西春線南側に位置する高添地区は、既成市街地に連続し幹線道

路アクセスの利便性が非常に高い地域であることから、今後の住宅地、工業
地、公共公益施設の立地の受け皿として非常に有望な地域といえます。その
ため、将来の土地利用のあり方を検討するとともに当面の無秩序な開発への
規制に向けた方策を検討する地域とします。 

 

地の取り扱いの記述を二通りとし、きめ細かく方針
化  

添地区の産業系土地利用の記述を削除した。 

道地区を「地域振興関連地区」と位置付け、高添地
区  

農
した。
 
 
 
 
 
 
高
 
 
 
 
 
 
 
 
中
を「土地利用検討地区」として追加した。
 

５０ページ ５．都市施設（道路交通体系）の整備方針 
 
線道路・地区幹線道路） 

拠点、

５０ページ ．都市施設（道路交通体系）の整備方針
 
線道路・地区幹線道路） 

 

述が重複しているため削除。 

 ５
 ２）骨格的な幹線道路ネットワーク形成方針 ２）骨格的な幹線道路ネットワーク形成方針
 （２）都市の骨格を形成する幹線道路（都市幹 （２）都市の骨格を形成する幹線道路（都市幹

 ・ （県）名古屋空港線は、（都）春日井稲沢線と一体的に、広域交流  ～削除～ 記
「食」の流通拠点、地域商業拠点を結ぶとともに、「都市のにぎわい軸」を
形成する道路と位置付けます。 

５１ページ ４）
針

５１ページ ４）公共交通の形成方針 
針 

公共交通の形成方針 
  表 幹線道路網の整備方  表 幹線道路網の整備方

 自動車専用道路 A （都）1.3.6名濃道路 26.2m 4 本線は整備済 

ｵﾌﾗﾝﾌ゚は未整備  

名濃道路を表に追加した。 
備方針図（素案５３ペー

ジ
この変更により幹線道路の整
を、案５２ページ）に名濃道路として自動車専用道路

を追加した。 
 

５５ページ ６．都市施設（公園緑地）の整備方針 

区基幹公園）の配置と整備の方針
２）公園整備の方針 
（２）身近な公園（住  

るまちかど公園（街都市公園等の整備状況と必要整備量から、本町におけ
区公園）の整備方針を以下のとおりとします。 
 ～略～  

３）既存施設の活用の方針
 
（  

５５ページ ６．都市施設（公園緑地）の整備方針 

備の方針

 
２）公園整備の方針  

   ～略～ 

（２）公園の配置と整  「まちかど公園」の記述を「街区公園」に変更した。
これに伴い、見出しと文章の見直しを行った。 都市公園等の整備状況と必要整備量からは、街区公園、近隣公園が不足し

ていますが、本町の公園整備は基本的には街区公園の規模によるものとし、
その整備方針については以下のとおりとします。 
～略～ 

（３ 能を補完する既存施設の活用）公園機  
   ～略～ 

６２ページ 方針
 
備方針 

整区域において工業系市街地整備を図る場合には、愛知県の市

  

体的な記述へ変更した。 

８．市街地整備
２）市街地整備の方針
（３）産業系市街地の整

    ～略～
・ 市街化調
街化調整区域の地区計画ガイドラインに沿った開発誘導を図ります。 

 

６２ページ 方針
 
備方針 

空宇宙産業に隣接する市街化調整区域において、新たな産業用

 ８．市街地整備
 ２）市街地整備の方針
 （３）産業系市街地の整

     ～略～
具・ 既存の航

地需要が高く、事業性が見込まれる地区では、市街化区域への編入を基本
 ～略～ としつつ、周辺の住環境への配慮と調和を図りながら、計画的に産業機能

を誘導します。 
 また、都市の活・ 力の維持増進や地域活性化を目的とした良好な工業系・
商業系の開発については、建築物の用途や道路施設などを適切に配置した
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ページ 素案（変更前） ページ 案（変更後） 変更理由 
地区計画などにより、開発誘導します。 

  ～略～ 
７６ページ ２．新栄小学校区 

針 

豊山西春線南側地区では、道路交通の利便性を活かした工業、流

３）地域づくりの方
（１）土地利用の方針 

  ②市街化調整区域
 ～略～ 
・ （都）
通系土地利用を図るとともに、生活交流軸により町内各地域と結ばれる立
地特性を活かし、公共公益的土地利用も図ります。 
～略～   

７６ページ ２ 区
針 

豊山西春線南側に位置する高添地区は、既成市街地に連続し幹線

．新栄小学校  
３）地域づくりの方
（１）土地利用の方針 

  ②市街化調整区域
 ～略～ 
・ （都）
道路アクセスの利便性が非常に高い地域であり、今後の住宅地、工業地、
公共公益施設の立地の受け皿として非常に有望な地域といえます。そのた
め、将来の土地利用のあり方を検討するとともに当面の無秩序な開発への
規制に向けた方策を検討する地域とします。 
～略～  

 

添地区を工業、物流、公共公益的土地利用から土地
利

学校区）（素案
７

 
 
 
 
高
用検討地区とした記述へ変更した。 
この変更により地域別構想図（新栄小
８ページを、案７８ページ）の関係部分を変更した。
 
 

８０ページ ３．豊山小学校区 
針 

空港中央線沿道は、低未利用地の有効利用を促進し、航空宇宙産

３）地域づくりの方
（１）土地利用の方針 
 ①市街化区域 
  ～略～ 
 ・ （都）

業、空港機能に関連する業務施設の立地の受け皿とします。 
～略～   

整区域 
 

）地域づくりのアクションプラン 
くり

②市街化調
 ～略～ 

 
 
 
４
（１）幹線道路沿道でのにぎわいのづ  

線の交差点周辺には、地域生活を
支
（都）豊山水分橋線と（都）春日井稲沢
える地域商業拠点として、日常生活に密着した地域商業の立地を促進する

と共に、自転車、徒歩での利用に配慮した利便と安全の確保を図ります。 
 

８０ページ ３ 校区 
針 

空港中央線沿道は、低・未利用地に良好な住宅市街地を誘導し、

．豊山小学
３）地域づくりの方
（１）土地利用の方針 

  ①市街化区域
   ～略～

・ （都）
にぎわいと交流の軸を形成します。
～略～ 

 

 
  

整区域
 

区は、隣接する大規模集客施設の賑わいを増進させるための土地

②市街化調
  ～略～

・ 中道地
利用を図ります。 

 
）地域づくりのアクションプラン ４

（１）地域商業拠点づくり 
（ 沢線の交差点周辺には、地域生活を

支
（都）豊山水分橋線と 都）春日井稲
える地域商業拠点として、日常生活に密着した地域商業の立地を促進しま

す。 
 

都）空港中央線沿道の記述を当該地域が住居系用途
で

」を地域振興関連地区として明確にするた
め  

構想図（豊山小学校区）（素案
８

章の整理により一部削除し、同時に見出しを変更し
た  

 

 
 
 
 
（
あることから「航空宇宙産業、空港機能に関連する業

務施設の立地の受け皿」から「にぎわいと交流の軸」へ
と変更した。この変更により地域別構想図（豊山小学校
区）（素案８４ページを、案８３ページ）の関係部分を
変更した。 
「中道地区
、記述を追加した。
この変更により地域別
４ページを、案８３ページ）の関係部分を変更した。
 
 
文
。

 
 


